
地方自治体の男女共同参画予算とジェンダー予算

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2012-01-19

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 只友, 景士

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24729/00004884URL



88

地方自治体の男女共同参画予算とジェンダー予算

只友　景士

１　はじめに―ジェンダー予算とはなにか―

　我が国において、ジェンダー予算は導入されていないが、ジェンダー予
算への注目が急速に高まっている。この言葉を筆者が初めて聞いたとき、
今後の財政政策を考える上での重要な視角を提供する概念になるのではな
いかと考えると同時に、誤解もされやすい言葉であるかもしれないとの感
想を持った。先に「誤解されやすい」と感じた点であるが、「ジェンダー
予算とは男女共同参画を担当する部局の政策経費である」と狭く捉えられ
てしまう可能性である。男女共同参画担当部局の予算分析からジェンダー
政策全体を評価することはできないであろう。もう一つ誤解される可能性
は、男女共同参画に関わる予算全般の一覧表をつくることがジェンダー予
算であると考えられる場合である。いずれの場合もジェンダー政策を評価
する手段として不十分であることは明らかであろう。一方で、財政学研究
の立場からジェンダー予算概念に私が興味をもったのは、ジェンダーの視
点から財政政策全体を評価することによって、財政政策のグリーン化の考
え方のように、財政政策のジェンダー化が進むのではないか。そのように
なると財政政策に質的な転換を図る政策論上の有益な知見を得られるので
はないかと感じたからである。
　我が国におけるジェンダー予算に関する先行研究は、村松安子（2004、
2005）、大崎麻子（2007）などジェンダー経済学者による優れた先行研究
も存在するが、まだ多いとはいえない状態である。ジェンダー経済学者に
よる研究は存在するが、財政学の立場からの検討は日本国内に限れば、皆
無と言っても良い。今回、女性学研究コロキウムに「ジェンダー予算に関
わるコメント」を行う過程で、ジェンダー予算に関する先行研究とジェン
ダー予算に関する自治体の財政情報の状況を若干調べたので、その結果を
報告するものである。
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　それでは、ジェンダー予算とは何であるのか。先行研究を手がかりに検
討を始めよう。国内での代表的な先行研究である村松安子（2005）は次の
ように述べている１）。

「ジェンダー予算」とは、一国の総予算とは別の「女性専用予算」ではない。そ

れは、一国の総予算を「ジェンダーの平等」という視点から分析し、現実の予算

が果たしてジェンダー平等政策を推進するように配分されているのか、あるいは、

配分が既存の男女間の不平等を縮小する効果をもつのか逆に拡大する効果をもつ

のか、さらに、ジェンダー平等社会形成への社会（とくに女性が不利な状況にお

かれているとすれば）の必要（ニーズ）を満たす予算配分になっているかなどを

査定・評価する手法である。

　ジェンダー予算とは、「ジェンダー平等」の視点から予算分析を行うこ
とであると要約することができる。それでは、なぜそのようなジェンダー
予算分析が必要とされるのか。大崎麻子（2007）は、予算はジェンダーに
中立ではないのでジェンダー平等の視点からの予算分析が必要である理由
を次のように述べている２）。

　「予算」とは、国または地方自治体の一会計年度の収入と支出の計画のことで

ある。一般に「予算はジェンダーに中立的であり、男性も女性も男児も女児も同

じように受益するものである」と考えられている。しかし、何に優先的に予算を

配分するかは、社会のマジョリティである成人男性の視点に立って決められるこ

とが多い。つまり、予算を組む際に既にジェンダー ･バイアスが働いているとい

うことなのである。仮に予算と経済政策自体がジェンダーに平等なものであった

としても、性別役割分業を社会構造とする経済市場や社会においては、構造的に、

男女に異なる影響が及ぶ。したがって、予算編成に関わるアクターがジェンダー・

バイアスが働いていることを認識した上で、ジェンダー平等の視点をもって予算

を編成するのとしないのとでは、ジェンダー平等社会の形成に及ぼすインパクト

に大きな違いが生まれる。換言すれば、経済･社会構造上のジェンダー不平等へ

の配慮を欠いた予算は、ジェンダー不平等を温存するか、もしくはさらに助長す
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る可能性をはらんでいると言うことになる。

　（中略）

　（我が国は）「男女共同参画基本計画」という包括的なジェンダー平等政策を策

定している。しかし、それを実行に移すための戦略は予算に反映されているだろ

うか。単に「女性のための予算」を確保するのではなく、その予算がジェンダー

平等促進効果をもつかどうかという視点に立って、予算を立案･実施することが

重要なのである。

　財政学の議論は、予算がジェンダーに与える影響に関してあまり触れて
こなかったように思われる。「ジェンダー視点に立った予算分析（Gender 
Budget Analysis）とは、政府予算は男女の別なく同一の影響を及ぼすと
の主流派経済学の理解に対し、男女（階層、人種、年齢の違いを含む）に
及ぼす影響は異なるという仮説を実証的に分析する手法である。３）」とい
うように、「予算はジェンダーに中立ではない」この認識が重要になって
くる。「予算はジェンダーに中立的でない」ことを認識し、ジェンダー平
等を達成するために予算分析をすると自ずとジェンダー予算の課題は、女
性予算だけを対象とするのではないことが明らかとなろう。つまり、女性
予算だけではなく、ジェンダー平等とは一見関係ないようにも見える一般
予算そのものも検討の対象となるのである。後述するが、予算全体をジェ
ンダーの視点から見直すことによって、ジェンダー予算分析の展望が開け
ると考えられる。
　本稿は、第２節以降、次のような構成になっている。第２節では、我が
国における男女共同参画政策の枠組みと予算の状況について概観しておき
たい。第３節では、大阪府の男女共同参画基本計画関連予算を事例にした
人見章子氏のコロキウム報告へのコメントの要約を行いたい。その上で、
大阪府の事例を元に予算データをどのように整理すると今後ジェンダー予
算分析に繋げることができるようになるのかを考察したい。
　最後に、４節では、日本型ジェンダー予算分析の可能性について検討し
たい。
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２　男女共同参画政策の枠組みと予算

　本節では、我が国おける男女共同参画政策と予算の枠組みを概観してお
きたい。我が国における男女共同参画政策は、新憲法制定以来の男女平等
の実現を目指す国内動向に加え、1975年の国連女性年以降の国際的な議論
や動向への日本政府の誓約に基づいて形成されている。1999年「男女共同
参画社会基本法（以下、基本法と表記）」が公布･施行された。2000年には、
基本法に基づいて、「男女共同参画基本計画（以下、国･基本計画と表記）」
が策定された。「国・基本計画」は、５年ごとの具体的な施策をとりまと
めたものである。2010年には、第３次国・基本計画が策定されたところで
ある。2000年の第１次国･基本計画は、1995年第４回国連世界女性会議（北
京会議）、2000年国連特別総会（女性2000年会議）で採択された「成果文書」
を踏まえたものである４）。国レベルでは、基本法や国･基本計画を策定し、
国際的な誓約の履行もなされた総合的なジェンダー平等政策体系の確立が
進んできているといえる。それでは、我が国の男女共同参画予算を概観し
てみよう。
　表１は、2010年度の第２次男女共同参画基本計画関係予算を2009年度の
当該予算と比較したものである。男女共同参画基本計画関係予算とは、男
女共同参画基本計画に関わる国の予算を一覧にまとめたものである。こう
した資料は、内閣府男女共同参画局（以下、参画局と表記）のホームペー
ジや『男女共同参画白書』でも公表されている。ここで注意が必要なのは、
男女共同参画基本計画関係予算とは、男女共同参画基本計画の主要事項別
に予算額が集計されたものであり、国レベルの男女共同参画・女性予算の
全体を把握できる予算資料である。男女共同参画基本計画関係予算とは、
広義の男女共同参画・女性予算と言うことができる。一方で、参画局の予
算だけを取り上げた場合は、狭義の男女共同参画・女性予算と言うことが
できる。
　表１を詳細に見ると「５．男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援」
が2009年度32.092%、2010年度47.78%である。「６．高齢者等が安心して暮
らせる条件の整備」が2009年度62.241%、2010年度48.492%であった。実は、
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この２項目で基本計画関係予算の 94.3%（2009年度）、 96.3%（2010年度）
を占めている。また、2010年度に基本計画関係予算が１兆5090億円（対前
年比26.1%）の増額が図られているが、「５．男女の職業生活と家庭・地域
生活の両立の支援」の中における「子ども手当」１兆5992億円が増額要因
のトップである。一方で、「８．生涯を通じた女性の健康支援」は27.783%
の減少を示しており、ほとんどの計画事項で前年度比マイナスの予算に
なっている。基本計画関連予算の総額が増額したからと言って男女共同参
画政策が前進していると単純には評価できない面がある。2010年度の場合、

2009年度 2010年度 対前年度比較

予算額（a） 構成比 予算額（b） 構成比 増減額 増減比

１．政策・方針決定過程への
女性の参画の拡大 145 0.003 57 0.001 -89 -61.379

２．男女共同参画の視点に立った社
会制度･慣行の見直し、意識改革 95 0.002 74 0.001 -21 -22.105 

３．雇用等の分野における男女
の均等な機会と待遇の確保 22,472 0.526 18,884 0.327 -3,588 -15.967 

４．活力ある農山村の実現に向
けた男女共同参画の確立 3,219 0.075 353 0.006 -2,866 -89.034 

５．男女の職業生活と家庭･
地域生活の両立の支援 1,370,868 32.092 2,762,010 47.780 1,391,142 101.479 

６．高齢者等が安心して暮ら
せる条件の整備 2,658,708 62.241 2,803,207 48.492 144,499 5.435 

７．女性に対するあらゆる暴
力の根絶 5,014 0.117 5,035 0.087 21 0.419 

８．生涯を通じた女性の健康
支援 52,470 1.228 37,892 0.655 -14,578 -27.783 

９．メディアにおける男女共
同参画の推進 477 0.011 399 0.007 -78 -16.352 

10．男女共同参画を推進し多様な選
択を可能にする教育･学習の充実 156,537 3.665 151,065 2.613 -5,472 -3.496 

11．地球社会の「平等・開発・
平和」への貢献 340 0.008 313 0.005 -27 -7.941 

12．新たな取組を必要とする分野
における男女共同参画の推進 1,172 0.027 1,318 0.023 146 12.457 

13．計画の推進 129 0.003 122 0.002 -7 0.000 

予算総額 4,271,646 100 5,780,729 100 1,509,083 26.105

表１　2010年度第2次男女共同参画基本計画関係予算
（単位：百万円）

（注１）増減比は、2009年度予算額に対する増減比率。
（注２）内閣府男女共同参画局「平成22年度　第2次男女共同参画基本計画関係予算（総

括表）（男女共同参画推進の見地から当面特に留意すべき事項）」から筆者作成。
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子ども手当以外の部分では、予算額では減少が目立つ結果となっている。
　これらの諸施策とその効果、女性との関係を考える必要があることは言
うまでもない。今後の議論のための政府の男女共同参画基本計画関係経費
の経費を分類すると次のように分類することができるであろう。

１）女性の直接的な保護、暴力からの保護など緊急性の高いもの。
２）女性の健康・保健に関わる事項。
３）保育・介護などジェンダーに基づく家庭内分業に起因して、女性施

策の意味合いが大きいと判定された事項。
この三分類は、次にみる大阪府の事例でも同様に分類することができる。
　次に、地方自治体における男女共同参画･女性予算をみておきたい。地
方における「男女共同参画･女性予算」に関する統計は、現在のところ参
画局が毎年公表している「地方公共団体における男女共同参画社会の形成
又は女性に関する施策の推進状況」にて確認することができる。但し、参
画局が公表している「男女共同参画･女性予算」というのは、各都道府県
の男女共同参画に関わる事務を担当する部局の「男女共同参画･女性予算」
を指している。例えば、大阪府であれば、大阪府男女共同参画課の男女共
同参画政策の直轄的な予算部分だけを指しているのであり、広義の男女共
同参画・女性関係予算を包括しているのではない。つまり、参画局がとり
まとめているのは、狭義の男女共同参画・女性予算である。大阪府の場合、

「大阪府の男女共同参画の現状と施策」と題する報告書（以下、大阪府報
告書と表記）が、大阪府男女共同参画条例に基づいて公表されている。次
節でみる人見章子氏の研究も大阪府報告書を手がかりとしている。大阪府
報告書は、大阪府男女共同参画基本計画に挙げられた事業がどの程度行わ
れているのかを示す資料である。大阪府報告書は、府条例に基づいて公表
されているのだが、基本計画にあがっている個別事項ごとの予算額は記載
されているが、総括表が無いため、基本計画関連事業費の総額がいくらな
のかが一目では判らない集計になっている。
　男女共同参画予算をみる場合、各都道府県の男女共同参画に関わる事務
を担当する部局の「男女共同参画･女性予算」を指す狭義の男女共同参画・
女性関係予算の場合と男女共同参画基本計画関連事業費を指す広義の男女
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共同参画・女性関係予算の場合とがあるので、注意が必要である。そうし
た注意をした上で、図１は、都道府県及び政令指定都市に限って、男女共
同参画事務担当部局の予算の推移を示したものである。都道府県・政令市
ともに2005年がピークであり、その後減少傾向が続いていることが判る。
都道府県でみれば、2005年の予算額が71億84百万円であったのに対して、
2009年度65億18百万円と9.3％の減少である。政令市についても2001年度
の12政令市から2009年度には19政令市に政令市が増加しているにもかかわ
らず、男女共同参画･女性予算の総額が減少している。12政令市だけに限
ると18％の減少である。ちなみに2010年度の都道府県及び政令市の男女共
同参画･女性関係予算を一覧にまとめたのが、表２である。担当部局の予
算が一般会計に占める比率がきわめて小さいことが判る。千葉県の場合は、
県の男女共同参画基本計画に関わる事業費総額を公表しているが、2009年
度364億円であり、一般会計の歳出総額１兆5802億円の2.3%を占めるに過
ぎない。

図１　都道府県および政令指定都市の男女共同参画･女性関係予算の推移

（出所）内閣府男女共同参画局ホームページ
「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進
状況」各年度報告書から筆者作成。
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表２　男女共同参画・女性関係予算（都道府県・政令指定都市）

（出所）内閣府男女共同参画局ホームページ
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　参画局は、国の予算については、男女共同参画基本計画関係予算として
まとめ、地方自治体の状況については、担当部局の予算だけを集計してい
る。一方、地方自治体レベルでは、都道府県の男女共同参画基本計画に基
づいて、都道府県予算を集計しているが、総額が示されていない場合が多
いようである。計画に基づいた総額を示しているのは、千葉県５）と和歌山
県６）、滋賀県７）だけであった。千葉県と滋賀県は、事業が複数の計画事項
に重複しているので、その重複分を差し引き、真水の事業費がどれくらい
であるのかを示すように工夫がなされている。基本計画に関わる事業費の
全体像を把握することができる。
　本節の最後に、参画局公表資料である「地方公共団体における男女共同
参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」から基本計画の策定状
況と男女共同参画に関する条例制定の状況を見ておこう。まず、計画の策
定状況についてみてみよう。全ての都道府県と政令指定都市が基本法の法
定計画である男女共同参画に関する計画を策定している。市町村におい
ては男女共同参画計画の策定は任意である。しかし、市町村の策定率は、
2000年（平成12年）が17.6%であったが、2010年（平成22年）には63.3%ま
で高まっている（図２を参照）。しかし、市区の策定率が94.7%であるのに
対して、町村では36.3%にとどまっている。次に、図３を参照し、男女共
同参画に関する条例制定の状況をみてみよう。千葉県をのぞく46都道府
県と全ての政令指定都市が条例を制定している。市町村の条例制定率は、
26.2%にとどまっている。市区では45.1%であるが、町村では10%にとどまっ
ている。
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図２　市町村における男女共同参画計画の策定率の推移

図３　男女共同参画に関する条例制定状況

（出所）内閣府男女共同参画局「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女
性に関する施策の推進状況（平成22年度）」より転載。内閣府男女共同参画局ホー
ムページ

（出所）内閣府男女共同参画局前掲資料より転載。
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３　大阪府男女共同参画基本計画関連予算のジェンダー予
算分析

―人見章子氏の報告へのコメントから―

　人見章子は2005年に大阪府男女共同参画予算のジェンダー分析の先駆的
な研究８）を行っている。今回のコロキウム報告は、過去の「大阪府の男女
共同参画の現状と施策」（大阪府報告書）のデータを活用して分析を行っ
ている。使用データは、2005年の論考以後の追跡的な性格ももつ2004年度
以降2009年までのデータを利用している。大阪府報告書は「男女共同参画
プラン（大阪府男女共同参画基本計画）」に掲載されている事業の予算項
目を整理したものである。したがって、大阪府が男女共同参画基本計画に
挙げている広義の男女共同参画・女性政策にかかる政策メニューは網羅さ
れていると考えられる。
　人見章子の予算項目の整理から見えてきたことを幾つか挙げておきた
い。

①男女共同参画予算の全体の推移、施策体系ごとの予算の増減を掴むこ
とができた。（予算額の変動）

②予算額の増加項目・減少項目を把握することができた。予算の変動要
因もある程度把握できる。府立母子総合医療センターの法人化（府財
政から独立したため減少要因）、大型施設整備費が予算の大幅な変動
要因となっていることが判った。（予算の変動要因）

③政府予算の分類方法と府レベルでの分類方法に違いがあることが判っ
た。この分類方法の違いは、前節に述べたように、参画局自身が、国
予算は広義の定義を使い、地方予算の把握は狭義の定義を使っている。
また、国予算と府予算のリンケージが掴みにくいことも判明した。（広
義と狭義の女性予算）

④「まとめ」で提示された論点としては、教育・福祉予算の範囲のもの
が計上されていること、本来的な意味での男女共同参画予算はシェア
が低いこと、しかもそうした予算も減少傾向にあること、ジェンダー
予算の仕分けをする必要があるのではないか、といった論点が提示さ
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れるなど、現行の府の男女共同参画予算の集計方法の限界を示すこと
になった。（予算集計方法の限界）

　人見報告を踏まえて、若干の考察を行っておきたい。整理に活用された
大阪府資料について言えば、男女共同参画予算をテーマ別に分類しており、

「ある種の一覧表」としての意味はあるが、ここから「深く」分析するのには、
情報が限られるため困難な状況にある。しかし、現段階では、「ジェンダー
予算」検討の有力な手がかりである。人見の「まとめ」にもあるように大
阪府の男女共同参画予算そのものを見直し、仕分けが必要になる。大阪府
資料そのものの検討、改善が必要であると考えられる。
　それでは、「ある種の一覧表」から「大阪府ジェンダー予算分析の基礎
資料」に育てるためにはどのような改善が必要なのであろうか。
　大阪府報告書をジェンダー予算分析の手がかりとするためにいくつかの
改善点を挙げておきたい。まず、第一の改善点は、府基本計画関連予算の
総額及び計画の個別事項ごとの総額を明記することである。総額の明記は、
施策体系間の重複分の控除がやや煩雑かもしれないが、千葉県報告書９）の
ように総額の表記は可能である。また、予算額の増減の理由を明示するこ
と、その場合計画の柱となる大項目ごとの理由及び個別予算の増減の理由
を明記することも必要であろう。また、前年度から廃止や統合された元の
事業名についても、報告書に事業が廃止されて無くなった事業もその理由
を明示して記載するなど事業の変動を追跡できるようにすることも必要で
あろう。
　第二の改善点は、計画の事項ごとの財源を明示すること、当該事業の根
拠となる法令、計画名、条例等を明記することなどである。財源の明記も
煩雑そうであるが、大阪府は既に予算編成過程公開サイト10）にて、財源内
訳を公表している。財源と法令上の根拠を明示することで、事業の予算額
の増減の要因が、国の予算政策の影響を受けたものなのか、地方自治体の
自主的判断であるのかなどを考察することが可能になる。
　第三の改善点は、支出経費の性質別分類を行うことである。性質別分類
とは、経済的性質と効果に着目した分類であり、人件費、物件費、維持補
修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費等の分類を行うものである。こ
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の性質別分類を行うことで、基本計画関連事業という男女共同参画・女性
予算が生産する公共サービスの生産過程を分析することが可能になる。男
女共同参画・女性政策の個々の政策もしくは政策全般の一般的傾向として、
どのような性質の経費を必要とする公共サービスなのかが明らかにできる。
　第四の改善点として、ジェンダー経済学者の研究成果と従来の予算分析
手法との複線的な分析が可能になるように工夫をする必要がある。従来の
予算分析手法では、経費の「性質別分類（人件費、物件費、普通建設事業
費、扶助費など）」及び財源分析を行うものであり、先に挙げた改善点の
一から三によって一定前進するものである。これに加えて、ジェンダー経
済学の分析結果もあわせて検討する複線的分析が必要である。ジェンダー
経済学の研究成果として、「財政政策の影響は、ジェンダー中立ではない」
ことが明らかになっている。ジェンダー経済学が示している財政のジェン
ダーへの影響評価は、最初にみたように一般予算にも拡張されるべき作業
である。つまり、大阪府報告書の掲載の部分は、府･計画に載っている広
義の男女共同参画･女性予算の部分であり、この部分のジェンダーの視点
からの評価を行うことも当然必要である。それに加えて、今後は、大半の
予算を占める一般予算のジェンダー予算分析を行う必要がある。大阪府報
告書の第２部「大阪府の男女共同参画の推進状況」で男女共同参画に関わ
る各種データがまとめられている。こうしたデータとリンクさせながら予
算のジェンダーへのインパクト評価を行う必要があろう。例えば、「女性
の健康に関する現状」のデータを示した上で、改善のためにどのような施
策が有効であると考えられており、予算がどのように推移しているのかを
一目でつかめるようにするなどの工夫である。

４　「ジェンダー予算」の意義と今後の課題
―ジェンダー予算分析に向けて―

　「ジェンダー予算」の意義と今後の課題を若干整理しておきたい。まず、
先に示した政府の男女共同参画基本計画関係経費の経費を再度みておこう。

１）女性の直接的な保護、暴力からの保護など緊急性の高いもの
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２）女性の健康・保健に関わる事項
３）保育・介護などジェンダーに基づく家庭内分業に起因して、女性施

策の意味合いが大きいと判定された事項
　３）の事項は、大阪府報告書でも「教育・福祉予算の範囲のものが計上
されている」と人見が指摘している点そのものである。
　今後、各施策を分析する視角の確立が必要であるが、市民及び専門家参
加によるワークショップなど公共的な対話を通じた分類づくりも必要であ
るかもしれない。３）の事項などは、人の生涯を支える上で間接的なサポー
ト施策が多く含まれている。また、サービスの総合性が重要な部分であり、
効率性以外の評価方法が求められている。この領域は、ジェンダー概念だ
けでなく、子ども、老人といった政策テーマとも絡まってくる。ジェンダー、
子ども、高齢者といったカテゴリー別の予算基準を設定することで、予算
を見直す新しい基準づくりの突破口になる可能性があり、更に、人権・民
主主義、環境といった概念も包摂した複線的予算管理システムを構想する
ことも可能であろう。ジェンダー予算は、予算に革新的な視点を提供する
のではないかと期待するところである。
　さて、ジェンダー予算の核心は、「財政のジェンダー化」であろう。そ
の点については、村松によると「（ジェンダー予算は）ジェンダー課題の
主流化に関するものである11）」と述べている。「財政のジェンダー化」とは、
財政政策をジェンダーの視点から評価し、ジェンダーによる格差是正を目
的に政策を再検討するもしくはジェンダー中立化を進めることであると考
えることができる。その際、千葉県の男女共同参画関係事業費の事例でも
判るように、比率として５％以下の予算項目のジェンダーへのインパクト
だけでなく、その他の一般予算のジェンダーへのインパクトを評価しなけ
れば、財政のジェンダー化、ジェンダー主流化は進まないと考えられる。
そのためには、ジェンダー経済学者の研究成果と従来の予算分析手法との
統合化へ向けた議論が必要であろう。ジェンダー経済学の重要な研究成果
は、「財政活動の影響はジェンダー中立ではない」という点である。従来
の予算分析手法が、経費の「性質別分類（人件費、物件費、普通建設事業費、
扶助費など）」及び財源分析を進めてきたのであるが、この両方の視点か
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らの複線的評価をすることにより、ジェンダーへの影響といった点から施
策の重要性の評価をすることができるであろうし、それに、性質別分類の
検討をすることで「ジェンダー予算」の公共サービスの特徴を明らかにで
きるのではないかと考えている。例えば、「仮説１：男女共同参画・女性
予算の多くは、人件費の必要な施策が多いのではないか？」、「仮説２：行
政機関は、施設整備を先行させるが、政策の重要な鍵を握る人材面・ソフ
ト面を軽視していないか？」、「仮説２のような発想はどこから生まれるの
か？」といったことを明らかにできるのではないかと期待している。これ
らの事象が明らかになれば、当然、予算編成の方法や財源配分方法のルー
ルの変更も求められてくるであろう。例えば、女性施策のための公共施設
を自治体が整備し、運営している場合でも、財政上の厳しさから管理運営
業務を指定管理者に移行する場合などは、「仮説２」に関わる事象であろ
う。館の管理運営業務の「財政効率」を高めるために、指定管理者を導入
することが、結果的に低賃金の女性労働に依存することを前提にした計画
になっていないだろうか。５年ごとの指定管理者の選定が、より安価に受
ける事業者に次々と変わることで、継続的なサービスのノウハウが蓄積さ
れることがなく、総合的なサービスの向上には繋がらないといったことは
無いだろうか。ノウハウの蓄積によるサービス水準の向上よりも安価な管
理業務を追求する姿勢は大いに問題があることが明らかであろう。こうし
てみてくると予算のジェンダーへのインパクト評価は、公共サービスの在
り方を考える場合に示唆に富んでいることが判る。
　こうしたジェンダー予算分析の進展は、財政民主主義への貢献が大きい
と考えられ、財政を市民がコントロールする手段と能力を格段に引き上げ
る可能性がある。効率性評価にとどまらない政策評価手法を開発すること
に繋がる可能性もある。
　ジェンダー予算は、1995年の第４回国連世界女性会議（北京会議）以降、
世界各国に広がっており、現在、世界60カ国で実施されていると言われて
いる12）。本稿では、先進的な諸外国の事例を報告することまではできなかっ
たが、先進的な諸外国の事例やジェンダー予算の分析手法の整理は、別稿
に譲りたい。
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